
申請車両情報登録エラーの確認方法

この資料は申請支援システムにおいて、車両情報を登録した際に発生するエラーを内容別に説明したものです。

１．車両重量、軸重の入力内容に不整合がある場合

<エラー画面の例>

　重量と軸重の関係式です
　入力した値がこれらの式に対して不整合な時にエラーが発生します

入力内容のどの箇所に不整合があるのかを示しています

[整理番号]　　　　→　軸種の整理番号
[軸種]　　　　　　　→　軸の種類
[牽引区分]　　　　→　トラクタ　又は　トレーラ
[車両整理番号]　→　牽引区分に該当する車両の整理番号
　　　　　　　　　　　　　（牽引区分がトラクタなら、トラクタの整理番号）

上記画面の例では、登録したトラクタの車両整理番号１番の入力に不整合があることが分かります。

よって、上記以外のトラック・トラクタ・トレーラ ： 車両重量＝各軸軸重の合計の式に整合するように、重量と軸重の修正を行います。

エラー画面の見方は、下記フローチャートで確認して下さい。

[牽引区分] は何ですか？
「トラクタ」です

「トレーラ」です

[軸種] は何ですか？

「その他軸種以外」です

その他軸種：　

車両総重量(車両重量＋貨物重量＋乗員重量)＝各軸軸重の合計

「その他軸種」です

「その他軸種」です

[軸種] は何ですか？ 上記以外のトラック・トラクタ・トレーラ：　
車両重量＝各軸軸重の合計

「その他軸種以外」です

ポールトレーラーを除くセミトレーラ

ポールトレーラー

上記以外

車種

ポールトレーラを除くセミトレーラのトレーラ：
　　車両重量＞各軸軸重の合計

ポールトレーラのトレーラ：
　　車両重量≧各軸軸重の合計

上記以外のトラック・トラクタ・トレーラ：　
車両重量＝各軸軸重の合計



２．軸間距離の入力内容に不整合がある場合

<エラー画面の例>

入力内容のどの箇所に不整合があるのかを示しています

[整理番号]　　　　→　軸種の整理番号
[軸種]　　　　　　　→　軸の種類
[牽引区分]　　　　→　トラクタ　又は　トレーラ
[車両整理番号]　→　牽引区分に該当する車両の整理番号
　　　　　　　　　　　　　（牽引区分がトラクタなら、トラクタの整理番号）

上記画面の例では、登録したトレーラの車両整理番号１番の入力に不整合があることが分かります。

このエラーが表示された場合は、軸間距離、又は、車両の長さの入力を修正して下さい。

なお、セミトレーラの場合、トラクタの長さは、車両最前部から連結部。トレーラの長さは、連結部から車両最後部となります。

３．車両内訳書、車両諸元説明書に関するエラー

車両内訳書の型式数と車両諸元説明書の型式数が
一致していない場合に発生します。
各々の登録型式数を確認し、数を合わせて下さい。

車両諸元説明書の項目に未入力の箇所がある場合に
発生します。入力内容を確認して下さい。

車両内訳書が入力されていない場合、又は、
車両内訳書の型式数と車両諸元説明書の型式数が
一致していない場合に発生します。
車両内訳書の内容を確認、又は、各々の登録型式数を確
認し、数を合わせて下さい。

車両番号が重複している場合に発生します。
車両内訳書で、重複している車両番号を確認して下
さい。



４．その他（海コン・特８・新規格車）車両に関するエラー

<エラー画面の例>

入力値（高さ）が海上コンテナとして申請できる値を
超えています。入力内容を確認して下さい。

入力値（重量）が海上コンテナとして申請できる値を
超えています。入力内容を確認して下さい。

入力値が特例車種としてとしての範囲を超えています。
入力内容を確認、又は、車種を変更して下さい。

入力値が一般制限値内です、申請の必要がありません。
入力内容を確認してください。

入力値が新規格車としての範囲を超えています。
入力内容を確認してください。


